
給実甲第１３７３号

令和８年２月２７日

人 事 院 事 務 総 長

給実甲第２５４号の一部改正について（通知）

給実甲第２５４号（初任給基準又は俸給表の適用を異にして異動した場合の職

務の級及び号俸の決定等について）の一部を下記のとおり改正したので、令和８

年４月１日以降は、これによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定（題名を含む。以下同じ。）の傍線を付

した部分（以下「傍線部分」という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定

の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる

規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないもの

は、これを削り、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に

掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改 正 後 改 正 前

初任給基準又は俸給表 初任給基準又は俸給表

の適用を異にして異動 の適用を異にして異動

した場合の号俸の決定 した場合の職務の級及

について び号俸の決定等につい



て

（削る） 第１ 俸給表の適用を異にして異動

した場合の職務の級の決定につい

て

人事院規則９―８（初任給、昇

格、昇給等の基準）（以下「規

則」という。）別表第６の在級期

間表（以下「在級期間表」とい

う。）において要件を別に定める

こととされている職務の級に、か

つて属していた職員が俸給表の適

用を異にする異動（以下「俸給表

の異動」という。）をした後、再

び俸給表の異動をし、従前と同一

の俸給表の適用を受けることと

なった場合には、在級期間表に定

める要件に従ったものとして、規

則第２７条第１項又は第３項の規

定によりその者の職務の級を従前

属していた職務の級に決定するこ

とができる。一般職の職員の給与

に関する法律等の一部を改正する

法律（平成１６年法律第１３６

号。以下「平成１６年改正法」と

いう。）第１条の規定による改正

前の一般職の職員の給与に関する



法律（昭和２５年法律第９５号）

の教育職俸給表㈠の５級にかつて

属していた職員が平成１６年改正

法の施行の日の前日以前において

俸給表の異動をした後、平成１６

年改正法の施行の日以降再び俸給

表の異動をし、同条の規定による

改正後の一般職の職員の給与に関

する法律の教育職俸給表㈠の適用

を受けることとなった場合におい

て、その者の職務の級を４級に決

定するとき、人事院規則９―８―

５７（人事院規則９―８（初任

給、昇格、昇給等の基準）の一部

を改正する人事院規則）による改

正前の規則（以下「平成１８年改

正前の規則」という。）別表第２

の級別資格基準表において「別に

定める」こととされている職務の

級にかつて属していた職員が平成

１８年３月３１日以前において俸

給表の異動をした後、同年４月１

日以降再び俸給表の異動をし、従

前と同一の俸給表の適用を受ける

こととなった場合において、その

者の職務の級を従前属していた職



務の級に対応する一般職の職員の

給与に関する法律等の一部を改正

する法律（平成１７年法律第１１

３号）附則別表第１の新級欄に掲

げる職務の級（同欄に２の職務の

級が掲げられている場合にあって

は、その上段の職務の級）に決定

するとき及び人事院規則９―８―

６９（人事院規則９―８（初任

給、昇格、昇給等の基準）の一部

を改正する人事院規則）による改

正前の規則別表第２の級別資格基

準表において「別に定める」こと

とされている職務の級にかつて属

していた職員が平成２１年６月３

０日以前において俸給表の異動を

した後、同年７月１日以降再び俸

給表の異動をし、従前と同一の俸

給表の適用を受けることとなった

場合において、その者の職務の級

を従前属していた職務の級に決定

するときも、同様とする。

第１ 規則第２６条第１項第２号の 第１の２ 規則第２６条第１項第２

「人事院の定める者」について 号の「人事院の定める者」につい

て

人事院規則９―８（初任給、昇 規則第２６条第１項第２号の



格、昇給等の基準）（以下「規 「人事院の定める者」は、福祉職

則」という。）第２６条第１項第 俸給表の適用を受ける職員とす

２号の「人事院の定める者」は、 る。

次の各号のいずれかに該当する職

員とする。

一 福祉職俸給表の適用を受ける （新設）

職員

二 その初任給の決定について規 （新設）

則第１６条の規定の適用を受け

た職員

三 その初任給の決定について人 （新設）

事院規則９―８―９７（人事院

規則９―８（初任給、昇格、昇

給等の基準）の一部を改正する

人事院規則）による改正前の規

則（以下「令和８年改正前の規

則」という。）第１７条又は第

１８条の規定の適用を受けた職

員

第２ （略） 第２ （略）

第３ 初任給基準を異にして異動し 第３ 初任給基準を異にして異動し

た場合の号俸の決定の基準につい た場合の号俸の決定の基準につい

て て

初任給基準を異にする異動（以 初任給基準を異にする異動（以

下「初任給基準の異動」とい 下「初任給基準の異動」とい

う。）をした職員の規則第２６条 う。）をした職員の規則第２６条



第１項第２号の規定による号俸の 第１項第２号の規定による号俸の

決定について次のような基準を定 決定について次のような基準を定

めた場合は、同号の規定に基づく めた場合は、同号の規定に基づく

人事院の承認があったものとして 人事院の承認があったものとして

取り扱うことができる。 取り扱うことができる。

１ その初任給の決定について規 １ 規則第１７条又は第１８条の

則第１２条第２項若しくは第１ 規定の適用を受けた職員

６条又は令和８年改正前の規則

第１７条若しくは第１８条の規

定の適用を受けた職員

その初任給の決定について規 規則第１７条又は第１８条の

則第１２条第２項若しくは第１ 規定の適用を受けてその初任給

６条又は令和８年改正前の規則 を決定された職員（福祉職俸給

第１７条若しくは第１８条の規 表の適用を受ける職員を除

定の適用を受けた職員（福祉職 く。）が初任給基準の異動をし

俸給表の適用を受ける職員を除 た場合（規則第２６条第１項第

く。）が初任給基準の異動をし ３号に該当する場合を除く。）

た場合（規則第２６条第１項第 にはあらかじめ事務総長の承認

３号に該当する場合を除く。） を得てその者の異動の日に受け

にはあらかじめ事務総長の承認 ることとなる号俸を決定する。

を得てその職員の異動の日に受 ただし、規則第１７条又は第

けることとなる号俸を決定す １８条の規定の適用がないもの

る。 として規則第２６条第１項第１

ただし、規則第１２条第２項 号の規定の例により再計算した

若しくは第１６条又は令和８年 場合にその異動の日に受けるこ

改正前の規則第１７条若しくは ととなる号俸を限度として、そ



第１８条の規定の適用がないも の者の異動の日に受けることと

のとして規則第２６条第１項第 なる号俸を決定するとき及び規

１号の規定の例により再計算し 則第１７条又は第１８条の規定

た場合にその異動の日に受ける に基づく号俸の決定について人

こととなる号俸を限度として、 事院の定める基準、人事院の承

その職員の異動の日に受けるこ 認を得て定める基準又は人事院

ととなる号俸を決定するとき及 の承認があったものとして取り

び規則第１２条第２項若しくは 扱うことができることとされて

第１６条又は令和８年改正前の いる場合の当該取扱いに係る基

規則第１７条若しくは第１８条 準に従って得られる初任給の号

の規定に基づく号俸の決定につ 俸（平成１８年３月３１日から

いて人事院の定める基準、人事 引き続き在職する職員にあって

院の承認を得て定める基準又は は、平成１８年改正前の規則第

人事院の承認があったものとし １７条若しくは第１８条又は第

て取り扱うことができることと ３０条の規定に基づく俸給月額

されている場合の当該取扱いに の決定又は昇給期間の短縮につ

係る基準に従って得られる初任 いて人事院の定める基準、人事

給の号俸（平成１８年３月３１ 院の承認を得て定める基準又は

日から引き続き在職する職員に 人事院の承認があったものとし

あっては、人事院規則９―８― て取り扱うことができることと

５７（人事院規則９―８（初任 されている場合の当該取扱いに

給、昇格、昇給等の基準）の一 係る基準に従って得られる初任

部を改正する人事院規則）によ 給の号俸又は俸給月額及び当該

る改正前の規則第１７条若しく 号俸又は俸給月額に係る次期昇

は第１８条又は第３０条の規定 給予定の時期）を基礎として規

に基づく俸給月額の決定又は昇 則第２６条第１項第１号の規定



給期間の短縮について人事院の の例により再計算を行い、その

定める基準、人事院の承認を得 者の異動の日に受けることとな

て定める基準又は人事院の承認 る号俸を決定するときは、これ

があったものとして取り扱うこ によることができる。

とができることとされている場

合の当該取扱いに係る基準に

従って得られる初任給の号俸又

は俸給月額及び当該号俸又は俸

給月額に係る次期昇給予定の時

期）を基礎として規則第２６条

第１項第１号の規定の例により

再計算を行い、その職員の異動

の日に受けることとなる号俸を

決定するときは、これによるこ

とができる。

２ （略） ２ （略）

第４ 規則第２８条の「人事院の定 第４ 規則第２８条の「人事院の定

める者」について める者」について

規則第２８条後段の規定により 規則第２８条後段の規定により

読み替えられた規則第２６条第１ 読み替えられた規則第２６条第１

項第２号の「人事院の定める者」 項第２号の「人事院の定める者」

は、次の各号のいずれかに該当す は、専門行政職俸給表又は福祉職

る職員とする。 俸給表の適用を受けることとなっ

た職員とする。

一 専門行政職俸給表又は福祉職 （新設）

俸給表の適用を受けることと



なった職員

二 その初任給の決定について規 （新設）

則第１６条の規定の適用を受け

た職員

三 その初任給の決定について令 （新設）

和８年改正前の規則第１７条又

は第１８条の規定の適用を受け

た職員

第５ 俸給表の異動をした場合の号 第５ 俸給表の異動をした場合の号

俸の決定の基準について 俸の決定の基準について

俸給表の適用を異にする異動 俸給表の異動をした職員の規則

（以下「俸給表の異動」とい 第２８条において準用する規則第

う。）をした職員の規則第２８条 ２６条第１項第２号の規定による

において準用する規則第２６条第 号俸の決定について次のような基

１項第２号の規定による号俸の決 準を定めた場合は、同号の規定に

定について次のような基準を定め 基づく人事院の承認があったもの

た場合は、同号の規定に基づく人 として取り扱うことができる。

事院の承認があったものとして取

り扱うことができる。

１ その初任給の決定について規 １ 規則第１７条又は第１８条の

則第１２条第２項若しくは第１ 規定の適用を受けた職員

６条又は令和８年改正前の規則

第１７条若しくは第１８条の規

定の適用を受けた職員

その初任給の決定について規 規則第１７条又は第１８条の

則第１２条第２項若しくは第１ 規定の適用を受けてその初任給



６条又は令和８年改正前の規則 を決定された職員（専門行政職

第１７条若しくは第１８条の規 俸給表又は福祉職俸給表の適用

定の適用を受けた職員（専門行 を受けることとなった職員を除

政職俸給表又は福祉職俸給表の く。）が俸給表の異動をした場

適用を受けることとなった職員 合の当該異動の日に受けること

を除く。）が俸給表の異動をし となる号俸の決定については、

た場合の当該異動の日に受ける 第３の第１項の規定を準用す

こととなる号俸の決定について る。

は、第３の第１項の規定を準用

する。

２ （略） ２ （略）

（削る） 第６ 昇格に係る特例

１ 規則第２６条（第２８条にお

いて準用する場合を含む。）の

規定により号俸を決定された者

（規則第１１条第３項の規定に

より職務の級を決定された者を

除く。）の当該号俸決定の日後

の最初の昇格について、昇格さ

せようとする日に新たに職員と

なったものとした場合のその者

の経験年数がその者を昇格させ

ようとする職務の級をその者の

属する職務の級とみなした場合

の給実甲第３２６号（人事院規

則９―８（初任給、昇格、昇給



等の基準）の運用について）第

１５条関係第５項に規定する最

短昇格期間（ただし、規則第２

０条第４項後段の規定に該当す

るときは、当該最短昇格期間に

１００分の５０以上１００分の

１００未満の割合を乗じて得た

期間とすることができる。）以

上であり、かつ、その者が昇格

前の職務の級に在級している期

間が６月（規則第２８条の規定

による場合にあっては、当該職

務の級に在級している期間と同

条の規定を適用して号俸を決定

する際の計算の過程において当

該職務の級に決定されるとみな

された日以後の期間（従前当該

職務の級に在級していた期間を

含む。）とを合算した期間が１

年）以上あるときは、規則第２

０条第７項ただし書の規定によ

りその者を昇格させることがで

きる。

２ 規則第２８条の規定により号

俸を決定された者（規則第１１

条第３項の規定により職務の級



を決定された者に限る。）の当

該号俸決定の日後の最初の昇格

について、その者が昇格前の職

務の級に在級している期間と規

則第２８条の規定を適用して号

俸を決定する際の計算の過程に

おいて当該職務の級に決定され

るとみなされた日以後の期間

（従前当該職務の級に在級して

いた期間を含む。）とを合算し

た期間が在級期間表に定める在

級期間（ただし、規則第２０条

第４項後段の規定に該当すると

きは、当該在級期間に１００分

の５０以上１００分の１００未

満の割合を乗じて得た期間とす

ることができる。）以上あると

きは、規則第２０条第７項ただ

し書の規定によりその者を昇格

させることができる。

第６・第７ （略） 第７・第８ （略）

以 上


